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１ 事業者 

法 人 名 株式会社Ｓａｎｃｔｉｔｙ 

法 人 所 在 地 兵庫県西宮市大畑町３番１７号１階 

電 話 番 号 ０７９８－３１－６１２３ 

代 表 者 氏 名 代表取締役  津﨑 武志 

創 立 年 月 日 平成２２年７月２日 

２ 当事業所の概要 

（1） 事業所の概要 

事 業 所 名 楓庵訪問看護・リハビリステーション 

所 在 地 兵庫県西宮市美作町２－３０ 

連 絡 先 ０７９８－２０－３８８７ 

管 理 者 名 池田 由紀 

サービス種類 訪問看護・介護予防訪問看護 

介護保険指定番号 ２８６０９９０４９４ 

サービス提供地域 西宮市、芦屋市（奥池以外）、宝塚市、神戸市東灘区 

出     張     所 楓庵訪問看護・リハビリステーション サテライト宝塚 

所 在 地 兵庫県宝塚市旭町２丁目８番８号パル旭１０２号室 

連 絡 先 ０７９７－５１－０４３９ 

サービス提供地域 宝塚市、伊丹市、西宮市、川西市、猪名川町、尼崎市 

出     張     所 楓庵訪問看護・リハビリステーション サテライト伊丹 

所 在 地 兵庫県伊丹市平松１丁目１－５ 

連 絡 先 ０７２－７９６－３８８０ 

サービス提供地域 伊丹市、西宮市、尼崎市、豊中市、池田市、宝塚市 

※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。   

（2） 営業時間 

平 日 ９：００  ～  １８：００ 

定 休 日 土、日、夏季休暇、１２月３１日～１月３日 

（3）  職員体制 

管 理 者 １名 

看 護 師 ３名以上 

理学療法士 ３名以上 

作業療法士 ３名以上 

言語聴覚士 ３名以上 

※管理者と常勤看護師は兼務。 

３ 苦情の受付について 

当事業所は苦情受付窓口を設置しておりご利用者様・ご家族様からの苦情に迅速、適切に対

応します。また、本事業所への苦情やご意見は、行政やその他苦情受付機関に相談することも

できます。 

(1) 当事業所の連絡窓口（サテライト共通） 

   TEL ：０７９８－２０－３８８７ 

担 当 部 署： 楓庵訪問看護・リハビリステーション   

担  当  者： 池田 由紀  

受 付 時 間：９：００～１８：００ 
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（2） 行政機関その他苦情受付機関 

西宮市役所 

法人指導課 

所在地   兵庫県西宮市六湛寺町１０－３ 

電話番号  ０７９８－３５－３０８２ 

受付時間  ９：００～１７：３０ 

兵庫県国民健康保険団体連合会 所在地   神戸市中央区三宮町１丁目９番１－１８０１号

（ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ内） 

電話番号  ０７８－３３２－５６１７ 

受付時間  ８：４５～１７：１５（土・日・祝日は除く） 

 

４ 事業の目的・運営方針 

（1） 目的 

要介護状態と認定されたご利用者様に対し、訪問看護または介護予防訪問看護（以下訪問看

護とする）のサービスを提供し、居宅においてご利用者様がより自立した日常生活を営むこ

とができるように、支援することを目的にサービスを提供します。 

（2） 運営方針 

ご利用者様の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスを提供します。訪問看護のサー

ビス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様個々の主体性を尊

重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス

提供に努めます。 

 

５ サービスの内容 

(1)  医師の指示及び居宅サービス計画書に基づき、訪問看護計画をたて、以下のサービスを

実施いたします。 

① 療養上の世話（清潔の援助、排泄の援助、食事の援助等） 

② 病状・障害の看護、医師への報告 

③ 医師の指示のもとに行う診療の補助（点滴・注射、褥瘡の予防・処置、経管栄養、カテ

ーテル等の管理、痛みの管理、その他医師の指示による医療処置等） 

④ リハビリテーション 

⑤ 終末期・認知症の看護 

⑥ 医療器具装着中の観察、管理、指導 

⑦ 家族支援（ご家族様に対しての相談、助言等） 

⑧ 療養生活や介護方法等の指導 

⑨ 他のサービス事業者との連携、調整 

⑩ その他 

※  医療処置に必要な衛生材料等は、かかりつけ医療機関よりの支給、または自費

購入でお願いします。 

(2) 訪問看護計画については、ご利用者様またはご家族様に説明し、同意をいただきます。

また、計画書はご利用者様に交付します。 

(3) 訪問看護計画に変更がある場合は、計画書を作成しなおし、再度上記(2)の手順を行い

ます。 

(4) このサービスの提供に当たっては、指示の医療機関と連携をし、状態の改善・維持もしく

は悪化の予防に努め、適切にサービスを提供します。 

(5) サービスの提供は懇切丁寧に行い、わかり易いように説明します。もしわからないこと

があれば、いつでも担当職員にご質問ください。 
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６ サービス利用に関する留意事項 

(1)  サービス提供を行う訪問看護師等 

サービスの提供にあたっては、複数の訪問看護師等が交替してサービスを提供する場合

もあります。 

(2) 訪問看護師の交替 

① ご利用者様からの交替の申し出  

選任された訪問看護師等の交替を希望される場合は、事業所に対し事情等を明らか

にして交代を申し出ることができます。但し、ご利用者様から特定の訪問看護師等の

指名はできません。 

② 事業所からの訪問看護師等の交替 

事業所の都合により訪問看護師を交替することがあります。 

訪問看護師を交替する場合は、サービス利用上の不利益が生じないよう充分に配慮

いたします。 

③ 理学療法士等による訪問看護サービスは、その訪問が看護業務の一環としてのリハ 

ビリテーションを中心としたものである場合に、看護師の代わりにさせるという位置づ

けです。よって、利用者の状態について心身の適切な評価を実施するための看護師の

定期的な訪問を必要とします。また、理学療法士等による訪問看護の対象者は、「通所リ

ハビリテーションのみでは家屋内における日常生活動作の自立が困難である場合」とな

っています 

④ 学生の実習や看護師等の研修などのため、学生等が担当の看護師等とともに同行 

訪問させていただくことがあります。 

 (3) サービス実施時の留意事項 

     ① 定められた業務以外の禁止 

ご利用者様は「５ サービスの内容」で定められたサービス以外の業務を依頼するこ 

とはできません。 

②  備品等の使用 

サービスの実施のために必要となる備品、電話等の費用はご利用者様にご負担いた

だきます。 
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７ 利用料金 

(1) 利用料金 

①介護保険対象の方（負担割合証の負担割合が２割の方は、下記の負担額の２倍の金額と

なります） 

看護師による訪問（要介護） 

サービス所要時間 単位 基本料金 

(西宮・宝塚) 

基本料金 

（伊丹） 

１割負担 

(西宮・宝

塚) 

1割負担 

（伊丹） 

２０分未満 ３１４単位 ３,４６９円 ３,３５９円 ３４７円 ３３６円 

３０分未満 ４７１単位 ５,２０４円 ５,０３９円 ５２１円 ５０４円 

３０分以上１時間未満 ８２３単位 ９,０９４円 ８,８０６円 ９１０円 ８８１円 

１時間以上１時間３０分未満 １,１２８単位 １２,４６４円 １２,０６９円 １,２４７円 １,２０７円 

看護師による訪問（要支援） 

サービス所要時間 単位 基本料金 

（西宮・宝塚） 

基本料金 

（伊丹） 

１割負担 

（西宮・宝塚） 

1割負担 

（伊丹） 

２０分未満 ３０３単位 ３,３４８円 ３,２４２円 ３３５円 ３２５円 

３０分未満 ４５１単位 ４,９８３円 ４,８２５円 ４９９円 ４８３円 

３０分以上1時間未満 ７９４単位 ８,７７３円 ８,４９５円 ８７８円 ８５０円 

１時間以上１時間３０分未満 １,０９０単位 １２,０４４円 １１,６６３円 １,２０５円 １,１６７円 

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。 

※２０分未満のサービスについては、週 1回 20分以上の訪問看護を実施している方の

み可能です。 

 

理学療法士等による訪問（要介護） 

サービス所要時間 単位 基本料金 

（西宮・宝塚） 

基本料金 

（伊丹） 

１割負担 

（西宮・宝塚） 

1割負担 

（伊丹） 

４０分 ５７２単位 ６，３２０円 ６，１２０円 ６３２円 ６１２円 

６０分 ７７２単位 ８，５３０円 ８，２６０円 ８５３円 ８２６円 

理学療法士等による訪問（要支援） 

サービス所要時間 単位 基本料金 

（西宮・宝塚） 

基本料金 

（伊丹） 

１割負担 

（西宮・宝塚） 

1割負担 

（伊丹） 

４０分 ５５２単位 ６，０９９円 ５，９０６円 ６１０円 ５９１円 

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。 

※１回あたり２０分で１週間に６回が限度になります。 

※夜間・早朝・深夜は基本料金に下記の％が加算されます。各時間帯は夜間（午後６時から午後

１０時まで）、早朝（午前６時から午前８時まで）、深夜（午後１０時から午前６時まで）です。 

                      

夜間・早朝 深夜 

２５％加算 ５０％加算 
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○サービスの加算料金（介護保険） 

加 算 項 目 

単位 
基本料金 

（西宮・宝塚） 

基本料金 

（伊丹） 

１割負担 

（西宮・宝

塚） 

1割負担 

（伊丹） 

複数名訪

問加算 

３０分未満の場合 ２５４単位 ２,８０６円 ２,７１７円 ２８１円 ２７２円 

３０分以上の場合 ４０２単位 ４,４４２円 ４,３０１円 ４４５円 ４３１円 

サービス提供体制強化加算Ⅱ ３単位 ３３円 ３２円 ４円 ４円 

特別管理 

加算 

（Ⅰ） ５００単位 ５,５２５円 ５,３５０円 ５５３円 ５３５円 

(Ⅱ) ２５０単位 ２,７６２円 ２,６７５円 ２７７円 ２６８円 

初回加算Ⅰ ３５０単位 ３,８６７円 ３,７４５円 ３８７円 ３７５円 

初回加算Ⅱ ３００単位 ３,３１５円 ３,２１０円 ３３２円 ３２１円 

緊急時訪問看護加算 ６００単位 ６,６３０円 ６,４２０円 ６６３円 ６４２円 

退院時共同指導加算 ６００単位 ６,６３０円 ６,４２０円 ６６３円 ６４２円 

長時間訪問看護加算９０分以上 

（ケアプランに記載がある方） 

３００単位 ３,３１５円 ３,２１０円 ３３２円 ３２１円 

口腔ケア連携強化加算 ５０単位 ５５２円 ５３５円 ５６円 ５４円 

ターミナルケア加算 
２,5００単位 ２７，６２５円 ２６，７５０円 2,763

円 

2,675

円 

 

※長時間訪問看護加算は、指定訪問看護に関して、特別な管理が必要な利用者に対し、所要時

間が 1時間以上 1時間30分未満の指定訪問看護を行った後、引き続き指定訪問看護を行

った場合であり、当該指定訪問看護の所要時間を通算したときに1時間30分以上になる場

合、1回につき300単位を所定単位数に加算します。 

 

※サービス実施日から２ヶ月以上サービスが停止して、再開する場合、初回加算がつきます。 

 

※ケアプランにそって２４時間対応が可能です。その場合、別途契約が必要で緊急時訪問看護

加算を算定させていただきます。 
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② 医療保険対象の方 

基本利用料金 週３日まで 週４日以上（別表第７の方等） 

基本療養費Ⅰ ５,５５０円 ６,５５０円（看護師が訪問の場合） 

基本療養費Ⅱ（同一建物居住者） ５,５５０円 ６,５５０円（看護師が訪問の場合） 

基本療養費Ⅲ（在宅生活に向け

た外泊時） 

８,５００円（管理療養費なし）状態により、入院中に１回または

２回まで 

精神科訪問看護基本療養費Ⅰ ５,５５０円（３０分以上） ６,５５０円（３０分以上） 

４,２５０円（３０分未満） ５,１００円（３０分未満） 

                        ＋ 

訪問看護療養管理費 ７，６７０円（月の初日） ３,０００円（２日目以降） 

訪問看護情報提供療養費 １,５００円（月毎） 

※各種医療費公費負担の医療証をお持ちの方は、基本料金が減額または免除されます。 

※医療保険による訪問看護の場合は、一部負担割合により１割・２割・３割と異なります 

 

○サービスの加算料金（医療保険）  

加算項目 料金 

２４時間対応体制加算（１月に１ステーション） ６，８００円 

特別管理加算 
Ⅰ ５,０００円 

Ⅱ ２,５００円 

難病等複数回訪問加算 
１日２回 ４,５００円 

１日３回 ８,０００円 

長時間訪問看護加算（週１回まで） 

１５歳未満の超重症児または準超重症児は週３回まで 
５,２００円 

複数名訪問看護加算（週１回まで） ４,５００円 

情報提供療養費 

Ⅰ 基準公示第２の９（市・県・相談支援

事業所） 
１,５００円 

Ⅱ 基準公示第２の１０（保育所・学校

等） 
１,５００円（年） 

Ⅲ 入院・入所時 １,５００円 

緊急時訪問看護加算（1日につき） 

在宅医からの求めに応じて対応した場合 
２,６５０円 

複数名精神科訪問看護加算 

１日１回 ４,５００円 

１日２回 ９,０００円 

１日３回 １２,４００円 

精神科重症患者支援管理連携加算 
週２回以上 ８,４００円 

月２回以上 ５,８００円 

乳幼児加算（６歳未満） １，３００円 

別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合(6歳未満) １，８００円 

退院時共同指導加算 ８,０００円 

退院支援指導加算 
通常 ６,０００円 

長時間 ８,４００円 

特別管理指導加算 ２,０００円 

在宅患者連携指導加算 ３,０００円 
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在宅患者緊急時等カンファレンス加算（月２回まで） ２,０００円 

ターミナルケア療養費 
Ⅰ ２５,０００円 

Ⅱ １０,０００円 

※24時間対応の場合、別途契約が必要で24時間対応体制加算を算定させていただきます。 

※難病等複数回訪問看護加算は、週４日以上の訪問が可能な方のみ算定させていただきます。 

※夜間・早朝・深夜は基本料金に下記の料金が加算されます。夜間（午後６時から午後１０時ま

で）、早朝（午前６時から午前８時まで）、深夜（午後１０時から午前６時まで）で、ご契約者の求め

に応じて訪問看護を行った場合に、下記の料金を1日1回ずつ算定します。 

夜間・早朝 深夜 

２,１００円/回 ４,２００円/回 

 

○自費料金 

自費項目  

エンゼルケア ２０,０００円 

看護師 
(３０分)  5,237円 

(６０分)  9,127円 

リハビリ 
(４０分)  6,386円 

(６０分)  8,630円 

(2) 保険給付対象外サービス 

    介護保険給付対象外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の負担になります。 

複 写 物 １枚につき １０円 

(3) 交通費 

 通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。 

交 通 費 片道１kmにつき ３０円 

(4) キャンセル料金 

ご利用日の前日、１７時３０分までにご連絡いただいた場合      無料 

ご利用日の当日、ご利用時間までにご連絡いただいた場合   当該基本料金の１０％ 

ご利用日の当日にご連絡がなかった場合      当該基本料金の５０％ 

ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂きます。 

キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。 

(5) 利用料金などのお支払方法 

毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月１０日前後に請求しますので、２７日ま  

でに現金もしくは銀行振り込み、または自動口座振替にてお支払いください。 
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８ サービスの利用方法 

 (1) サービスの利用開始 

訪問看護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。なお、居

宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がお伺いしてご説明いたします。 

(2) サービス利用の変更 

   訪問看護サービスの変更を希望する場合は、いつでも事業所に申し出てください。介護支

援事業所への連絡その他必要な援助を行います。 

(3) サービスの終了 

①  ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

・サービスの終了を希望する日の３日前までにお申し出ください。 

・長期（１ヶ月以上入院など）でお休みされる場合、一旦サービスを休止させていただきま

す。再開時に同様の日程や担当者で調整させていただきます。両者の調整がやむを得

ずつかない場合、他の事業所にご紹介させていただく事があります。またサービス提

供日から２ヶ月以上サービスが停止した場合、再契約させていただきます。 

②  当事業所の都合でサービスを終了する場合 

やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合が

あります。その場合は、終了日の１ヶ月までに、文書で通知いたします。 

③  自動終了（以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します） 

・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と 

認定された場合 

   ※非該当〔自立〕と認定された場合は、医療保険の利用や自費での契約等条件を変更し

て再度契約することができます。 

・ご利用者様が亡くなられた場合 

④  契約解除 

・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用

者様やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破

産した場合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができ

ます。  

・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、1カ月以上の期間を定め

て料金を支払うように催告したにもかかわらず、期間内に滞納額の全額が支払われな

い場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し難いほどの

背信行為（暴言、暴力、ハラスメント等を含む）を行い再三の申し入れにもかかわらず改

善の見込みがない場合は、文書により2週間以上の予告期間をもってこの契約を解除し

ます。  

⑤  その他 

・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェッ

クの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。 

・訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があ

ります。その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適

切に行います。 

・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明ら

かになった場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご

利用はお断りする場合があります。 
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 (4) サービス利用の中止 

   ご利用者様の都合により、サービスを中止することができます。この場合には、実施日の

前日17時30分までに事業所に申し出てください。ご連絡がない場合は、上記「7利用料

金（４）キャンセル料金」の基準でキャンセル料金をいただきます。    

 

連絡先電話番号：０７９8－２０－３８８７ 

 

９ 損害賠償 

(1) サービスの提供にあたって、ご利用者様やご家族様の生命・身体・財産に損害が発生した

場合は、損害賠償を速やかに行います。但し、当事業所に故意過失がなかった場合はこの

限りではありません。 

(2) 損害賠償保険の内容 

保険会社 三井住友海上火災保険株式会社 

保 険 名 訪問看護事業者総合保障制度  ステーション賠償責任保険 

補償内容 訪問看護事業者が業務に起因して利用者などの第三者に身体障害を与え、ま

たは財物を滅失・破損もしくは汚損した結果、法律上の損害賠償責任を負った

場合に、その損害を補償する。 

 

10 緊急時の対応方法 

当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事

前の打ち合わせによる主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など関係各位へ連絡しま

す。 

 

 病 院 名  

主 治 医 主治医氏名  

 連 絡 先  

ご 家 族 

氏   名  

                  （続柄：           ） 

連 絡 先  

緊急連絡先 

氏   名  

                  （続柄：           ） 

連 絡 先  

 

主治医・ご家族などへの 

連 絡 基 準  
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11 個人情報の保護 

(1) 事業者及びその従業者は、サービスを提供する上で知り得たご利用者様およびそのご

家族様に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。 

事業所及びその従業員は、退職後も正当な理由なくその業務上知り得た情報を漏らしませ

ん。 

(2) 事業所はご利用者様の医療上緊急の必要がある場合又は、サービス担当者会議等で必

要がある場合に限りあらかじめ文書による同意を得たうえで、必要な範囲内で個人情報

を用います。 

 

12 サービス内容等の記録作成・保存 

(1) 事業所はご利用者様にサービスを提供するごとに、当該サービスの提供日、内容等の

必要事項を、所定の書面に記載します。 

(2) 事業所は、一定期間ごとに、目標達成の状況等を記載した記録を作成して、ご利用者様

に説明の上、提出します。 

(3) 事業所は、介護サービスの提供に関する記録を整備し、完結日から5年間保存します。 

(4) ご利用者様は事業所に対し、いつでも書面その他サービスの提供に関する記録の閲

覧・謄写を求めることができます。ただし、謄写に関しては、1 枚につき１０円を支払ってい

ただきます。 

 

13 介護保険制度等改定について 

介護保険制度等が改定され、それにより当事業所のサービスの内容や料金形態が変更に

なる場合は、文書及び口頭で説明し、通知をもって同意とみなします。 

 

14 第三者評価の実施状況    有   無 

 

15 虐待防止に関する事項について 

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じます。 

(１) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、 従業者に周知徹底を図ります. 

(2) 虐待の防止のための指針を整備しています。 

(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しています。 

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を選定しています。 

(5) 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報します。 

 

16 業務継続計画の策定等について 

(1) 虐待の防止のための指針を整備しています。 

  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じます。 

(2) 虐待の防止のための指針を整備しています。 

  事業所は、従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施しています。 

  事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行
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います。 

 

17 衛生管理等について 

(1) 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げ

る措置を講じます。 

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等も活用して行うことができるものとする）をおおむね月に 1 回以上開催するとと

もに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。  

(3) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

(4) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を

定期的に実施しています。 

 

 

18 職場におけるハラスメントの防止について 

(1) 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置

を講じています。 

(2) 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口

をあらかじめ定め、従業者に周知しています。 

 

１９ 加算に関する同意の確認 

  下記の加算に同意する場合は「同意します」に丸印を、同意しない場合は「同意しません」に

丸印をご記入ください。 

 

 

緊急時訪問看護加算・緊急時介護予防訪問看護加算(介護保険) 

24時間対応体制加算(医療保険) 

 

（ 同意します ・ 同意しません ） 

 

 

※この加算は、利用者様またはご家族から、電話での相談をお受けするサービスです。 

２４時間連絡体制があり、さらに計画外の緊急時訪問を必要に応じて行います。緊急の相

談や訪問を行っていない月においても、その月の 1 回目の訪問看護を行った日に加算を

算定します。 
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重要事項説明・個人情報保護に関する署名 
 

 

【事業者】 

住  所：  兵庫県西宮市大畑町３番１７号１階 

社  名：  株式会社Ｓａｎｃｔｉｔｙ 

代表者：  津﨑 武志                          印 

【事業所】   

住  所：   兵庫県西宮市美作町２－３０ 

事業所名：  楓庵訪問看護・リハビリステーション 

 （指定番号 ：２８６０９９０４９４ ） 

【出張所１】  

住  所：   兵庫県宝塚市旭町２丁目８番８号パル旭１０２号室 

事業所名：  楓庵訪問看護・リハビリステーション サテライト宝塚 

【出張所２】 

住  所：   兵庫県伊丹市平松１丁目１－５ 

事業所名：  楓庵訪問看護・リハビリステーション サテライト伊丹 

 

 

 

 

担当者           より、重要事項説明書の内容について説明を受け、了承しました。 

 

令和    年    月    日 

 

 

【ご利用者】住 所                                  

 

氏 名                         印 

 

 

【代理人】住 所                                  

 

氏 名                         印（続柄      ） 

 

署名代行理由： 


